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Ⅳ 農業と地域経済・社会の将来像の実現に向けた取り組みを支える

政策 

１．担い手経営体の確保・育成および農地集積対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）担い手経営体の確保・育成に向けた取り組み 

① 集落営農ビジョンの策定・推進 

○ 集落ごとに指定した担い手経営体に重点的に支援するため、現行の認定

農業者制度を見直すとともに、集落営農活動の支援および経営者等の資質

向上のための研修等、経営確立をはかるための活動支援が必要である。 

 

 ② 担い手経営体づくりの取り組みへの支援と抜本的な新規就農者確保対策 

○ 担い手経営体が策定した営農計画等を審査・認定し、税制上のメリット

や、農機等の費用軽減への支援策など、担い手経営体の経営確立を支援し

ていく必要がある。 

 

○ 新規就農希望者の研修中の所得確保のため、研修手当および研修経費等

を支援する必要がある。また、３５歳以下の青年就農者に対しては、就農

時の設備投資への支援および経営確立までの概ね５年間の経済的支援が必

要である。 

 

③ 農地集積の取り組みと農地の最大限活用への支援 

○ 農地が確実に有効活用されるようにするため、農地の調査・指導・勧告・

利用権の設定等や農地の売買・賃貸借にかかる情報提供等の機能を一元的

に集約・管理する仕組みを構築する必要がある。 

○ 集落営農ビジョンを認定し、ビジョンで指定した担い手経営体を重点

的に支援することが必要。 

○ 青年就農者に対しては、経営確立までの間（おおむね５年間）、経済

支援を行うことが必要。 

○ 農地の調査・指導・勧告・利用権の設定等、農地を一元的に集約・管

理する仕組みを構築することが必要。 

○ 農地の流動化を促進するため、出し手に対しては流動化奨励金、受け

手には規模拡大に応じた支援を拡充することが必要。 
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○ 農地の流動化を加速するため、農地の受け手に対する規模拡大への支援

に加え、農地の出し手に対しては流動化を奨励する支援を行うとともに、

計画的な農地基盤整備をすすめることが必要である。 

 

○ 耕作放棄地については、ビジョンで決定した農地集積計画に従い再生す

る場合は、農業委員会など行政による支援や、再生が見込めない場合は林

地に戻すなどの政策が必要である。 

 

【フランスの青年農業者助成の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【農地流動の加速化に向けた支援策（例示）】 

 

 

目的 

世代交代、山間地の過疎対策、若手農業者の経済的支援 

給付額（1ユーロ＝112 円で計算） 

主業的農業者の下限額と上限額 

平地       896,000 円～1,937,600 円 

条件不利地域 1,153,600 円～2,508,000 円 

山間地域   1,848,000 円～4,020,800 円 

対象要件 

21 歳以上 35 歳以下 

一定の職業能力（農業技術者免状・職業高校修了＋６か月の実務研修、または社会人向け職業教育で

資格取得） 

10 年の農業経営を約束 

10 年間、経営簿記を行政に提出 

その他の優遇措置 

特別低利融資、所得税、農事資産登記税、固定資産税の５年間の減免措置、 

農業社会共済の保険料の５年間の減額措置、農地の優先取得 

資料：ＪＡ全中 

 

資料：ＪＡ全中 
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２．新たな直接支払制度の創設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地目ごと全ての農地に対して基礎支払い 

○ 農地は、食料自給力の確保と多面的機能の基盤であり、輸入できない資源

である。一方、農業所得の低下、高齢化と担い手不足などにより耕作放棄地

が増加しており、農地の果たす機能と役割が低下している。 

○ このような農地の機能と役割を維持するため、耕作・管理など地域におけ

る農地保全の取り組みが必要であり、これを支援するため、全ての農地に対

して地目に応じた基礎支払いが必要である。 

 

（２）地域ごとの取り組み実態に応じた加算支払い 

○ そのうえで、予期せぬ価格低下や地域の取り組みや実情に応じて上乗せで

支払う加算支払いが必要である。加算支払いは、地域の取り組み実態に応じ

た柔軟なメニューを地域で設定することが必要である。 

 

○ 加算支払いの設定にあたっては、国民の環境意識の高まりや国民理解を促

進する観点から、農業者の責任および社会的責任として環境保全の取り組み

を明確にし、盛り込むことが必要である。 

 

（３）現行制度の機能の維持・強化等 

○ 新たな直接支払制度は、戸別所得補償制度や中山間地域等直接支払交付金

や農地・水保全管理支払交付金など、現行の直接支払制度の機能を維持・強

化することが必要である。 

 

○ 新たな直接支払制度を下支えとして、品目ごとの政策を検討することが必

要である。また、農業経営の長期的展望を描くため、法制度化による安定性

の高い制度とすることが必要である。 

○ 農業・農村の多面的機能の維持・確保をはかるため、全ての農地に対

して、地目に応じて直接支払いを行うとともに、地域ごとの取り組み実

態に応じて上乗せで支払う新たな直接支払制度が必要。 

○ 新たな直接支払い制度は、戸別所得補償制度、中山間地域直接支払制

度、農地・水保全管理支払交付金など現行制度の機能を維持・強化する

ことが必要。 



28 

 

 

クロス・コンプライアンス 

（基礎支払い等を受け取る際の環境改善要件） 

 

環境改善のための 

初級レベルのプログラム※１ 

 

 

農業者の責任 

社会全体で負担 

上級プログラムのみ 

資料：荘林幹太郎（2010 年, 生活協同組合研究）を参考にＪＡ全中作成 

※１ 初級プログラムは、広範囲で取り組むことが効果的であるもの、比較的容易な取組みとする 

※２ 上級プログラムは、地域の環境・課題等に対応できるよう幅広いプログラムから選択可能なものとする 

※３ 農業者の責任部分と社会全体で負担し支える部分の水準を明確にした制度設計が必要である 

 

上級プログラム※２ 

※３ 

基礎支払い

①所得補償
（畑作物・米所得補償）

②構造改善
（規模拡大加算）

③自給力向上
（水田活用所得補償）

④条件不利
（中山間地域等直接支払）

⑤資源
（農地・水保全管理支払い）

⑥環境
（環境保全型農業直接支援）

国
の
加
算
措
置
財
源

国
の
基
礎
支
払
い
財
源

基礎支払い

③自給力

⑤資源

⑥環境

①所得
補償

②構造
改善

③自給力

⑤資源

⑥環境

①所得
補償

③自給力

④条件
不利

⑤資源

⑥環境

①所得
補償

基礎支払い

③自給力

⑤資源

⑥環境

①所得
補償

②構造
改善

③自給力

⑤資源

⑥環境

①所得
補償 ①所得

補償

≪中山間地域の農業振興に重点を置く場合≫ ≪平地での高生産性農業に重点を置く場合≫

基礎支払い

③自給力

⑤資源

⑥環境

③自給力

⑤資源

⑤資源

⑥環境

②構造改善

①所得補償 ①所得補償 ①所得補償

都市的地域 平地農業地域 中山間農業地域

④条件不利

⑥環境

基礎支払い

③自給力

⑤資源

⑥環境

③自給力

⑤資源

⑤資源

⑥環境

②構造改善

①所得補償 ①所得補償 ①所得補償

都市的地域 平地農業地域 中山間農業地域

④条件不利

⑥環境

③自給力

④条件
不利

⑤資源

⑥環境

 

【新たな直接支払制度イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「2011,新たな直接支払制度に関する研究会提言」を参考にＪＡ全中作成 

 

【環境支払いのイメージ】 
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３．品目政策等の確立 

（１）水田農業の復権に向けた政策の確立 

 

 

 

 

 

 

① 地域条件に対応した複合経営の定着化対策の確立 

○ 集落ごとに「担い手経営体」づくりを行うには、主食用米だけではなく、

麦・大豆等の転作作目、野菜、加工などの複合経営に取り組むことが必要で

ある。 

また、降雪等で米に依存せざるを得ない水田単作地帯、米以外の他作物へ

の転換が可能な地域など、異なる地域条件に配慮することが必要である。 

 

○ そのため、水田単作地帯では、需要に即した計画生産と、飼料用米等の振

興、支援を行い、麦・大豆など米以外の作物への転換が可能な地域では、こ

れら地域作物に対する十分な助成を講じるなど、地域条件に対応した複合経

営の定着化に向けた支援が必要である。 

 

② 豊凶や需給変動に対する需給・価格安定対策の確立 

○ １０～２０万の「担い手経営体」による水田農業の将来像においては、担

い手自らによる需給調整が強化されるなかで、需給・価格安定に向けて、担

い手・産地の取り組みを支援する対策が必要である。 

 

○ 米は１年１作であり、需要見通しのギャップや豊凶変動などにより、需給

変動が生じる懸念が常にあることから、非主食用途への転換支援などの入口

対策や国の備蓄運営による２０万トン程度の幅をもった豊作分の出口対策、

生産・流通・消費段階の取り組みなど、パッケージとしての需給・価格安定

対策が必要である。 

 

○ 水田単作地帯、米以外の他作物への転換が可能な地域など、地域条件

に対応した複合経営の定着化対策が必要。 

○ 国民に対する食料の安定供給の観点から、需給と価格の安定対策を講

じる責任があり、豊凶や需給変動に対する需給・価格安定対策等の確立

が必要。 
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生産面

1,272

802

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

生産可能量 需要見通し（23/24年）

（万トン）

米の生産と

需要の状況
現在の主食用米の

需要量は約800万トン

水田面積の６割

（約150万ha）

で賄うことが可能

豊凶変動や過剰作付がどうしても発生

わが国の土地利用型農業の地域性

農家の経営面

米のみで、十分な所得の確保は

困難な状況

消費面

尐子・高齢化の進展等にともない、

主食用米の需要は減尐傾向

米は需要に即して計画生産し、

米以外の作目を振興していくことが必要

水田農業政策の確立

① 地域条件に対応した複合経営の

定着化対策の確立

・ 飼料用米等の非主食用向けへの

助成、野菜など他作物に対する助成

など

② 豊凶や需給変動に対する需給・価

格安定対策の確立

・ 豊凶や需給変動に応じた備蓄運営

・ 市場隔離や非主食用処理

など

③ 地域裁量で特色ある作物の振興支

援策の充実

・ 地域で振興できる支援策の充実

など

④ 転作拡大に対応した条件整備対策

の確立

・ 転作作物の増産に対応した機械・

施設、流通整備対策、実需者の国

産引き取り促進対策 など

○ また、どうしても生じる需給緩和や価格下落に対応するために、国の政策

支援を前提に、産地で過剰米を主食用以外へ処理するスキームの構築など、

産地自らの需給調整に取り組める条件整備が必要である。 

 

③ 地域裁量で特色ある作物の振興支援策の充実 

○ 今後も主食用米の需要は減尐するなかで、水田経営の安定と自給率向上の

ため、地域裁量で特色ある作物を振興できる支援策として、産地資金の抜本

的充実が必要である。 

 

④ 転作拡大に対応した条件整備対策の確立 

○ 麦・大豆や飼料用米などの転作作物の増産が需要に確実に結びつくように、

機械や施設、流通整備対策、実需者の国産引き取り促進対策などの条件整備

対策が必要である。 

 

⑤ 需給と価格の安定に対する国の役割 

○ 生産・流通面および消費者に対する安定供給の観点から、国は、国内農産

物の需給・価格の安定対策を講じる責任があり、このため、国家貿易を含む

適切な国境措置の確保、一定のルールのもとでの需給安定のための備蓄運営、

投機資金の流入等による価格乱高下の排除などの政策が必要である。 

 

【水田農業の復権に向けた政策の確立】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＪＡ全中 
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（２）畜産・酪農経営の将来像に向けたＪＡグループの取り組みと政策の確立 

① 畜産・酪農の将来像 
 
 
 
 
 
 
 

 

ア．肉用牛経営の将来像 
○ わが国の土地条件の制約や配合飼料価格の高騰が懸念されるなかで、将来

の肉用牛肥育経営は、現状の生産基盤を維持しながら経営内一貫生産や地域
内一貫生産等をすすめ、ＪＡの部会等に結集して、産地化やブランド化によ
り生産性の向上を実現した姿である。 

 
○ また、トレーサビリティや徹底した家畜防疫体制の強化と衛生管理により、

安全で高品質な牛肉を国民に安定的に供給するとともに、生産性の向上に向
け国際マーケットもターゲットにした供給を行う姿である。 

 
○ 将来の肉用牛繁殖経営は、零細農家が多く高齢化がすすむなかで、規模拡

大ならびにＪＡ等が運営するキャトルセンターや繁殖センターに結集し、５
０頭以上層が生産の中核を担う生産基盤が維持・拡大された姿である。また、
中山間地域や離島では、放牧等により生産基盤を維持・拡大する姿である。 

  
イ．酪農経営の将来像 
○ 酪農は欧州諸国を超える経営規模や生産性を実現しており、将来の酪農経

営は、引き続き、全ての生産者が協同組合組織に結集して需要に基づく計画
生産に取り組み、輸入で代替できない新鮮で安全な牛乳やはっ酵乳、生クリ
ームを国民に供給する姿である。 

 
○ 新鮮な牛乳等を安定的に供給するためには、乳製品の生産による需給調整

が不可欠であり、引き続き、安全で高品質な乳製品を国民に安定的に供給す
るとともに、需要の拡大が見込まれるチーズを戦略乳製品として位置付け、
可能な限り輸入チーズとの置き換えを実現した姿である。 

 
ウ．養豚・養鶏 
○ 養豚・養鶏の将来像は、家族経営の組織化・共同化などにより、衛生管理

も含め徹底した生産性向上や低コスト化を実現し、安全・安心な豚肉・鶏肉
や新鮮な卵を安定供給する姿である。 

○ 畜産経営は、ＪＡの部会等に結集して、産地化・ブランド化をすすめ、

安全で良質なタンパク質を国民に安定的に供給する姿。 

○ 酪農経営は、協同で需要に基づく計画生産に取り組み、輸入で代替でき

ない新鮮な牛乳等と、安全で高品質な乳製品を国民に安定的に提供する姿。 

○ 畜産・酪農経営は、家畜防疫体制の強化、耕畜連携や循環型農業等を通

じて食料自給率の向上と多面的機能の発揮に取り組む姿。 
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エ．耕畜連携や循環型農業の取り組み 

 ○ 畜産・酪農の将来像は、ＢＳＥや鳥インフルエンザなど国民の健康を脅か

す疾病の発生を徹底して防止する家畜防疫体制を強化するとともに、食料自

給率目標の実現に向け、飼料用米の活用や稲わらの供給と堆肥の供給など土

地利用型農業との耕畜連携や循環型農業の取り組みを通じて、食料安全保障

の確立や農業の多面的機能の発揮を実現した姿である。 

 

 

② 畜産・酪農経営の将来像の実現に向けたＪＡグループの取り組み 

 

 

 

 

 

 

ア．経営継承支援・経営確立支援の取り組み 

○ 畜産・酪農経営の生産基盤を維持・拡大するため、ＪＡグループ畜産経営

継承支援事業等を活用し、畜産経営資源を新規就農者や地域内経営に円滑に

継承するとともに、畜産経営診断士制度等による農家経営管理支援体制を強

化し、産地化・ブランド化等による経営の安定や生産性の向上に向けた指導、

融資等を通じた設備投資や運転資金の確保支援に取り組む。 

 

イ．肉用牛繁殖基盤の維持・拡大の取り組み 

○ 肉用牛繁殖経営の体質強化に向けたキャトルセンター等の生産者への運

営委託や共同利用、ＪＡによる繁殖センター等に取り組むとともに、低コス

ト素畜の供給など一層の生産性向上のため、行政など関係機関と一体となっ

て、新たな繁殖技術や飼養管理技術の開発・普及に取り組む。 

 

ウ．牛乳・乳製品の安定供給の取り組み 

○ 需要に基づく計画生産に取り組み、新鮮で安全・高品質な牛乳・乳製品を

安定的に供給するとともに、チーズを戦略乳製品として位置付け、需要の拡

大と生産・販売の拡大に取り組む。 

 

エ．耕畜連携対策等の取り組み 

○ 中山間地域や離島における放牧の拡大や、ＴＭＲセンターやコントラクタ

ー等の組織化支援に取り組むとともに、飼料用米の利用拡大やエコフィード

の利用促進、稲わらの国内供給の拡大、自給飼料の広域流通体制の整備、環

境対策などに取り組む。 

○ 地域の生産基盤の維持・拡大と生産性の向上に向け、畜産経営継承支援

事業や農家経営管理支援に取り組む。 

○ 肉用牛繁殖基盤の維持・拡大に向け、キャトルセンター・繁殖センター

など地域拠点の整備や低コスト素畜の供給などに取り組む。 
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③ 畜産・酪農政策の確立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．国家貿易・供給管理等の国境措置の堅持 

○ 安全で高品質な畜産物を供給するためには、適切な関税水準など国境措置

を堅持することが前提である。また、新鮮な牛乳と安全で高品質な乳製品を

安定的に供給するためには、指定生乳生産者団体による計画生産のもとで、

乳製品の国家貿易・供給管理等の国境措置を堅持することが前提である。 

 

イ．キャトルセンター・繁殖センター等への支援 

○ 肉用牛繁殖基盤の維持・拡大をはかるため、キャトルセンター・繁殖セン

ター等の施設整備等への支援や地域のキャトルセンターの運営等に取り組

む生産者に対する支援等が必要である。 

  また、肉用牛の経営内一貫政策等をすすめる対策が必要である。 

 

ウ．牛乳・乳製品の安定供給に向けた戦略的なチーズ対策の確立 

○ 牛乳・乳製品を安定的に供給するため、需要の拡大が見込まれるチーズに

ついて、輸入品を国産品に置き換えるための支援対策の強化と恒久化が必要

である。 

 

エ．自給飼料拡大のための支援 

○ 自給飼料基盤に立脚した畜産・酪農を確立するため、自給飼料生産対策の

恒久化、草地基盤の整備、ＴＭＲセンター・コントラクターに対する支援、

自給飼料の広域流通体制整備への支援、放牧への支援対策、自給飼料の利用

拡大に取り組む畜産・酪農経営への支援等が必要である。 

 

オ．万全の経営安定対策の確立 

○ 畜産・酪農経営安定対策は、飼料高騰リスクや輸入畜産物との競合等に対

応できるよう所得確保機能の仕組みを充実・強化することが必要である。 

 

○ 安全で高品質な畜産物や新鮮で安全・高品質な牛乳・乳製品を安定的に

供給するため、畜産物・乳製品の国境措置を堅持することが必要。 

○ 畜産・酪農の生産基盤の強化のため、キャトルセンター・繁殖センター

への支援、肉用牛一貫経営の促進、耕畜連携等への支援が必要。 

○ 牛乳・乳製品の安定供給と酪農経営の安定を確保するため、国産チーズ

の生産拡大を支援する対策の拡充が必要。 

○ 畜産・酪農経営安定対策の所得確保機能の充実・強化が必要。 
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【乳製品にかかる国境措置の概要】 

 
○適切な国境措置

○国境措置がなくなった場合

＜北海道＞

バター・脱脂粉乳やチーズ等

加工向けが中心

＜都府県＞

飲用向けが中心

（自由化品目）

国家貿易

カレントアクセス

（13．7万トン／年）

＜国境措置＞

協同組合組織のもと需要

に応じた生乳の安定供給

バター

脱脂粉乳

チーズ等

国内需給への影響を緩和

＊鮮度等の問題から飲用牛乳等の輸入はない

＜都府県＞

北海道との

競合

→酪農経営の

継続が困難に

＜北海道＞

飲用向けへ

生産をシフト

→都府県へ飲用

向けを供給

輸入乳製品の

増大

ほぼ同規模の生産量

我が国の酪農や

乳業に大打撃

 
資料：ＪＡ全中 

 

【畜産・酪農における経営展開のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＪＡ全中 
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（３）野菜・果樹等の将来像に向けたＪＡグループの取り組みと政策の確立 

① 野菜・果樹等の将来像 

 

 

 

 

 

 

ア．野菜生産の将来像 

○ 野菜生産の将来像は、引き続き、新鮮で高品質な野菜を消費者に安定的に

供給するため、多様な生産者が産地や部会単位で協同して生産・出荷や需給

調整に取り組むとともに、契約栽培の強化や業務・加工用への供給が拡大し

ている姿である。 

 

○ また、産地の中核である主業農家が、必要な労働力を確保して、規模拡大

や低コスト化、高付加価値化等により効率的な経営を確立している姿である。 

 

イ．果樹生産の将来像 

○ 果樹生産の将来像は、地域や品目特性をふまえた特色のある産地や部会単

位で、産地の中核である主業農家が、優良園地の集積・整備による作業の効

率化や、優良品目・品種への転換による販売力を強化し、生産性の高い経営

を確立している姿である。 

 

○ また、産地の維持・発展のため、共選場単位の組織化による労働力確保や、

産地単位のブランド化、加工用への対応強化等が実現された姿である。 

 

ウ．多様な生産者による野菜・果樹の生産展開 

○ 高齢化が進展するなかで、労働集約的で高い技術力が必要な野菜・果樹の

生産を維持・拡大するため、研修制度や雇用労働からの独立、後継者への経

営継承により新規就農者が育成され、安定的に労働力が確保された姿である。 

 

○ あわせて、野菜・果樹等の産地における兼業農家や自給的農家、ベテラン

農家などは、多品目生産、地産地消など多様な生産により、産地全体の営農

を維持する役割が発揮された姿である。 

 

 

○ 野菜・果樹等は、多様な消費者ニーズに対応して、新鮮で高品質な国産

青果物を安定的に供給するため、地域・品目特性をふまえて、産地や部会

単位で多様な生産者が協同して生産・出荷に取り組む姿。 
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② 野菜・果樹経営の将来像に向けたＪＡグループの取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

ア．産地計画の策定にもとづく経営支援の強化 

○ 野菜・果樹産地が策定する産地計画の策定を支援し、地域特性を活かした

ブランド化や優良品種の導入など、産地強化に取り組む。 

 

○ 生産基盤の強化をはかるため、農地流動化の取り組みによる主業農家への

優良な農地・園地の集積、廃園を含めた園地整備への支援に取り組む。 

  また、規模拡大に向けた労働力確保への支援を行うとともに、研修事業や

リース事業等による新規就農者の確保・育成の取り組みを行う。 

 

○ 省力的な栽培技術の導入や品目・品種の組み合わせによる労力分散、生産

資材コスト低減、環境負荷軽減に向けた技術支援を行う。 

 

イ．多元的な流通ルートに対応した販売強化 

◯ 実需者ニーズにもとづく生産提案や契約販売を通じた販売の拡大と強化

に取り組む。 

  また、業務・加工用の契約産地育成、国内産地リレーによる周年供給体制

の構築など、需要が増大している業務・加工用需要への対応強化に取り組む。 

 

【産地計画で描く産地像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 野菜・果樹の産地計画の策定支援により産地強化に取り組むとともに、

優良農地の集積と生産基盤の強化のため、農地流動化の促進、園地整備、

労働力確保等に取り組む。 

○ 業務・加工用への対応強化や多元的な流通ルートに対応した生産・流

通・販売対応の強化に取り組む。 
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③ 野菜・果樹等の政策の確立 

 

 

 

 

 

 

ア．野菜産地強化対策と価格安定対策の充実・強化 

○ 産地の核となる主業農家を育成し、産地の供給力を強化するため、生産性

の向上に向け、規模拡大や労働力確保の取り組みを支援するとともに、産地

の集出荷施設等への支援を強化することが必要である。 

 

○ 多種多様な野菜の価格下落時の影響を緩和し、安定的な供給をはかる現行

の野菜価格安定制度を維持するとともに、再生産が可能となるよう拡充・強

化をはかることが必要である。 

 

○ 安価な輸入野菜と競合する業務・加工用野菜の需要に対応し、国産シェア

を拡大するため、業務・加工用仕向けの野菜への価格補てんの充実など支援

の強化が必要である。 

 

イ．果樹経営支援対策の充実と経営安定対策の創設 

○ 産地の核となる主業農家の育成のため、園地流動化や園地整備、改植への

支援を強化するとともに、産地の選果場等への支援の強化が必要である。 

 

○ 果実自給率の向上に向け、安い外国産にかわり国産果実を加工向けに安定

供給するための加工向け果実に対する支援が必要である。また、豊凶や表・

裏年などによる価格変動が大きいみかん・りんご等については生果から加工

向けの需給調整対策による需給安定対策が必要である。 

 

○ また、果樹経営全体の経営安定を確保し、果樹生産の維持と後継者の確保

をはかるため、収入減尐を補てんする経営安定対策の創設が必要である。 

 

○ 産地の核となる主業農家の育成と産地の供給力強化のために、園地整

備や労働力確保、集出荷施設への支援とともに、経営安定をはかるため

の経営安定対策の充実・強化が必要。 

○ 安価な輸入と競合する業務･加工用需要に対応し、国産野菜･果実を安

定供給するため業務・加工用に取り組む産地への支援強化が必要。 
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ウ．花き・工芸作物等 

○ 地域農業において大きなウェイトを占める、花きや、茶・こんにゃく・い

ぐさなど工芸作物については、地域・品目実態をふまえた振興方針を明確に

するとともに、この取り組みを支援する振興法の制定など、生産振興・流通

対策と経営安定対策を確立することが必要である。 

 

エ．鳥獣害対策等 

○ 野生鳥獣による農作物被害は、収穫間近の農作物に対する被害が多いこと

から、被害農家の営農意欲への影響が大きく、現場で大きな問題となってお

り、鳥獣被害防止対策の充実と法規制の緩和とともに、有害鳥獣の捕獲とそ

の利活用が必要である。 

【目指すべき産地の姿と必要な政策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＪＡ全中 

野菜・果樹産地の構造改革

国産野菜・果実の安定的供給

多面的機能の発揮に向けての政策確立

野菜・果樹産地の抱える課題

・後継者・労働力の不足

・生産コストの高止まり

・園地整備・農地流動化の遅れ

・供給過剰や出荷集中

需給・価格安定対策 所得確保・セーフティネット対策

産地計画＜めざすべき産地の姿＞

優良品種への転換

産地ブランド化

観光農園への取組

省力的栽培技術の

導入

優良園地の集積

加工・業務用への

取組み

・・・

産地の多様な品目、特性をふまえた取組み

＜ 政 策 支 援 ＞

実現

産地の多様な生産者

産地計画に位置付けられた担い手

主業農家 法人

小規模 高齢農家研修生

新規就

農者

雇用

労働者

認定農業者

産地一体となった

支援
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（４）甘味資源作物の将来像に向けたＪＡグループの取り組みと政策の確立 

① 甘味資源作物の将来像 

 

 

 

 

 

○ てんさい、でん粉原料用ばれいしょは、北海道の畑作輪作体系を支える基幹

的作物であるとともに製造工場も含め地域経済を支えるものであり、輪作体系

を維持・確立しながら、甘味資源作物の生産量を維持・拡大して地域経済を支

える姿である。 

 

○ さとうきび、でん粉原料用かんしょは、沖縄・鹿児島県離島・火山灰土地域

の代替困難な基幹作物であるとともに、製造工業も含め地域経済を支えるもの

であり、零細規模の農家が大宗を占めているなかで、規模拡大や組織化など地

域ぐるみの取組みにより生産量を維持・拡大して地域経済を支える姿である。 

 

② 甘味資源作物生産の将来像の実現に向けたＪＡグループの取り組み 

 

 

 

 

 

 

ア．北海道畑作（てん菜、でん粉原料用ばれいしょ） 

○ 適正な輪作や施肥、直播栽培の導入など、主業農家の農業生産・経営状況

の適時・的確な把握・分析に基づく各種営農支援に取り組む。また、農地の

利用調整、労働力需給調整の強化やコントラクター等の個別経営を支える地

域営農支援システムの整備・充実に取り組む。 

 

イ．沖縄県・鹿児島県のさとうきび・でん粉原料用かんしょ 

○ 地域が一体となって生産振興をはかるため、地域実態にあった農作業受委

託体制の確立や共同利用組織の育成、農地流動化による規模拡大を支援する。 

 

ウ．製造工場 

○ 製糖・でん粉工場等の合理化や生産性向上により安定操業を維持する。 

○ 砂糖・でん粉の安定供給のため、北海道畑地における畑作輪作体系と

沖縄・鹿児島県離島・火山灰土地域における地域営農体系の維持・確立

により、甘味資源作物の生産を振興し、地域経済を支える姿。 

○ 北海道畑作においては、生産者の経営の安定をはかるため、営農指導と

コントラクター等の地域営農支援システムの充実に取り組む。 

○ さとうきび・でん粉原料用かんしょは、地域が一体となった生産振興を

図るため、基幹作業の受委託・組織化や農地流動化の支援に取り組む。 
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③ 甘味資源作物の政策確立 

 

 

 

 

ア．国家貿易・供給管理等の国境措置の堅持 

○ 甘味資源作物は、国民食生活の必要物資であり国民への安定供給が不可欠

であるとともに、離島については国防上重要な役割を有していることから、

わが国における位置づけを明確化し、糖価調整制度および関税割当制度の適

切な運用と国内の生産を支える必要な財源を確保することが必要である。 

 

イ．経営安定、生産性向上のための支援 

○ 北海道畑作農業の基幹作物であるてんさい・ばれいしょについては、生産

者が、合理的な輪作体系を確立するなかで、再生産が可能で経営努力が報わ

れる制度とすることが必要である。 

 

○ 沖縄県および鹿児島県のさとうきび・かんしょは、規模拡大や組織化に向

けた取り組みへの支援とともに、生産者の経営安定をはかり再生産可能とな

る制度とすることが必要である。 

また、沖縄県の小規模離島における含みつ糖生産については、地域の実情 

に配慮した支援策を確保することが必要である。 

 

○ 生産性向上をはかるため、土壌改良、排水対策、圃場の整備等、土地基盤

整備等の充実・強化が必要である。 

 

ウ．製造事業者の支援 

○ 生産者と一体となって地域の産業・経済を支える製造工場の経営安定をはか

るため、製造コスト低減、環境対策、省エネルギー対策への支援が必要である。 

＜甘味資源作物の関税率と輸入管理＞
食料自給率
（平成21年）

1次関税
（マークアップの上限）

2次関税
従課税
換算値

備考

砂糖 33% 328%
・砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく輸入管理
・粗糖（７１．８円/㎏）の範囲内で関税及び調整金を徴収（実際は無税で輸入
する代わりに、３５円/kgの調整金を徴収）

でん粉用原
料

７３％
（ばれいしょ）

25% １１９円 234% ・砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく輸入管理

７１．８円/㎏

 

○ 国民生活に不可欠な砂糖・でん粉の安定供給と国家安全保障を維持す

るため、国境措置を堅持し、国内の甘味資源作物の生産振興をはかる政

策の確立が必要。 

資料：ＪＡ全中 
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（５）新たな農業経営政策の確立 

 

 

 

① 複合経営に対応可能な新たな経営保険の確立 

○ 農家の経営安定をはかるためには、農業災害への対応や品目別の政策のほ

かに、どうしても生じる農家収入の変動に対するセーフティネット対策が必

要である。 

 

○ 水田農業の場合、戸別所得補償制度における米価変動補てん交付金のほか、

水田・畑作経営所得安定対策における収入減尐補てん対策（ナラシ対策）な

どがあるが、地域ごとの価格変動に対応できず、対象品目が限定されている

などの問題がある。 

 

○ そのため、将来の担い手像にあわせて、複合経営にも対応可能な、経営体

ごとの所得に着目した「新たな経営保険」を検討することが必要である。 

 

○ 具体的には、全国一律ではなく地域別に対応した仕組みとして、収支が把

握できる青色申告などの対象となる担い手が、地域別・品目別の目標所得水

準をベースに、それらを組み合わせた複合経営の目標所得を設定し、実際の

所得との所得差が生じた場合の差額分を直接補償するなど、農家の拠出と国

の拠出を基本とした制度を検討することが必要である。

○ 将来の担い手像にあわせて、複合経営にも対応可能な、経営体ごとの所

得に着目した「新たな経営保険」を検討することが必要。 



42 

 

 

【新たな経営保険のイメージ】 

 
資料：ＪＡ全中 
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４．国産農畜産物の輸出振興対策 

 

 

 

 

 

（１）輸出に対する基本的考え方 

○  農産物の輸出については、地域農業の将来展望を切り拓く有力な手段の一

つではあるが、国土・自然条件の制約から、国際競争力の確保には限界があ

り、国内農業改革の切り札となるものではない。加えて、原発事故により、

一部の国が科学的根拠もないまま日本産食料の輸入禁止を実施している実

態を踏まえれば、輸出に対して過度な期待を持つことはできない。 

 

○ また、現在の輸出実績はリンゴ、ながいも、牛肉、米などを中心としてい

るが、輸出量は国内生産量に比べて極めて尐ない実態にあることから、輸出

振興によって国内生産の問題を当面解決できるものではない。 

 

○ しかし、尐子高齢化等で国内市場が縮小していること等をふまえると、長

期的には輸出対策は重要な課題であり、輸出を振興するため、輸出競合国と

の価格差、検疫条件、海外現地の流通マージン、円高対策など、問題・課題

の対策に官民一体となって対応し、戦略的に取り組む必要がある。 

 

（２）輸出振興に向けた課題 

① 輸出戦略の策定 

○ 現在の海外における需要動向等を分析し、品目ごとに輸出先として期待

される国等を明確にしつつ、戦略的輸出品目を設定し、支援対策を強化す

るなど、総合的な輸出戦略を策定することが必要である。 

 

○ 輸出を一層促進するため、行政など関係者が一体となった取り組みを推

進する体制の整備が必要である。 

 

② 輸出環境の整備 

○ 輸出相手国の検疫条件、通関手続き、表示方法などの輸出制限の緩和等

は民間の取り組みのみでは困難であり、国家間で解決する必要がある。 

○ 農畜産物の輸出については、輸出競合国との価格差、検疫条件、現地

における流通マージン、円高など課題も多く、長期的な視野に立ち、戦

略的に取り組むことが必要。 



44 

 

③ 高付加価値化を推進するための認証制度の創設等 

○ 今後、海外で大きく需要を拡大するためには、海外の需要に適した品種

の開発や、輸出促進に向けた生産現場でのインフラ整備等が必要である。 

 

○ また、フランスのＡＯＣ（原産地呼称統制）などを参考に、新たな認証

制度の創設など、国が品質・価値を担保する仕組みを確立する必要がある。 

 

【国内生産量と輸出量の比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成田空港におけるＪＡグループのアンテナショップ】  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：全農リポート 2010         

成田国際空港で日本の農産物をアピールするアンテナショップ。全国から届く農産物・加工品を取り扱う。 

2万トン

85万トン

0 20 40 60 80 100

輸出量

国内生産量

（万トン）

りんごの国内生産量と輸出量の比較
（平成２１年）

資料：農林水産省「農林水産統計」、財務省「貿易統計」

1,312トン

847万トン

0 300 600 900

輸出量

国内生産量

（万トン）

米の国内生産量（主食用）と輸出量（精米）の比較

（平成２１年）

資料： 農林水産省「農林水産統計」、「平成２２年７月最近の米をめぐる関係資料」、

財務省「貿易統計」

輸出はわずか
すぐに増やせる
ものではない

①出先国での安価な他国産との競合
（チリ産のりんごが多い等）

②円高の影響
（とりわけ今年。高い障壁）

制度面 ①検疫条件
（残留農薬基準が異なることや植物防疫上の対応も課題）

りんご輸出の取り組み課題（全農より）

価格面

①円高の影響
（急激な円高により輸出下押し）

②相手国での流通コスト
（現地小売価格に対する流通コストの割合が大）

③輸出国との価格差
（中国、米国など）

制度面 ①検疫条件などの非関税障壁
（中国では、くん蒸工場の指定等。他国でも残留農薬検査等の厳しい条件）

文化面 ①現地の食習慣、食文化の相違
（米を主食のごはんとする食文化が限定的）

米輸出の取り組み課題（全農より）

価格面

資料：ＪＡ全中 
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５．地域経済・社会の維持・活性化に向けた支援対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）“ライフライン”の維持・確保に資する対策の充実・強化 

① 買い物弱者等に対する支援 

○ 高齢化・過疎化などによりバス等公共交通機関の廃止や小売店舗の撤退な

どによる限界集落の拡大等を防ぐため、宅配事業や教育・文化・福祉サービ

ス等を地域密着型活動・事業として実施する組織（ＪＡ等）が、ライフライ

ンとしての役割を継続的に担い、地域コミュニティを確保・支援するための

経済的支援を、府省間の枠を超えて構築することが必要である。 

 

② 安心できる“地域医療”の確保 

○ 地域医療の拠点である病院への支援対策を充実・強化することが必要。Ｊ

Ａ厚生連病院についても、公的医療機関として地域医療に不可欠な存在であ

ることから、必要な医師確保に向けた対策や診療報酬の引き上げ、補助金に

よる支援、利子補給などの金融支援、特別交付税措置の弾力的な運用など、

厚生連病院の経営安定に資するための対策を講じることが必要である。 

 

③ 生活環境基盤の整備促進 

○ 地域住民の快適な居住条件の確保のみならず、都市農村交流の促進を図る

ためにも、汚水処理施設の普及や情報通信基盤の整備促進が必要である。 

○ 組合員・地域住民に対する“ライフライン”を維持・確保するため、

府省間の枠を超えた地域コミュニティ機能確保・支援総合対策等の検討

が必要。特に、次期（平成 24 年度）介護保険報酬の改訂にあたっては

農山村地域において継続的に介護サービスが提供できる仕組みとする

ことが必要。 

○ 都市と農村の距離を縮め、交流の促進をはかるため、食農教育や農商

工連携等６次産業化を展開する支援策等を強化することが必要。 

○ 農業生産基盤を守り、都市住民の参画を促進する都市農業振興対策の

強化や、防災への備えを充実するための制度としての支援策を盛り込ん

だ防災協力農地登録制度を推進することが必要。 
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【生活する上で一番困っていること・不安なこと】 

 

資料：国土交通省「集落課題検討委員会中間とりまとめ」 

 

【官民連携による“ライフライン”の維持・確保対策の事例】 

都道府県名 事 業 内 容 

北海道 
商工会と連携、また、町の広報等の支援を受け、住宅補修等の取り次ぎ、

高齢者の見守りを含めた移動販売を行う事業（ＪＡが事業主体） 

愛媛県 
空き店舗を改装し、地域の自治会と連携して、ミニスーパー運営を行う

事業（ＪＡが事業主体） 

高知県 

地域のスーパーが山間地域に生活必需品を販売するために運営している

移動販売車の採算が悪化したが、行政（県）が車両購入費を補助するこ

とにより本事業を継続 

熊本県 

ＪＡの支店を販売拠点として、農産物直販部会員が生産した農畜産物を

移動販売車で巡回し、御用聞きや健康管理等のサポートを兼ねた宅配を

行う事業（ＪＡが事業主体） 

 

 
資料：経済産業省「平成 22 年度買い物弱者対策支援事業（補正予算）」

等 
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④ 平成 24 年度介護報酬改定対策 

○ 平成 24 年度からの介護報酬の改定では、「地域包括システムの構築」と「給

付と負担のバランス」の２つが課題となっている。 

 

○ 現在のＪＡ介護保険事業の年間収支は、21年４月の介護報酬の増額改定

(＋３％)や「介護職員処遇改善交付金」および加算措置の影響もあり、改善

傾向にあるが、次期改定に際し、「24 時間対応の『定期巡回・随時対応サー

ビス』の創設」等が掲げられているが、農山村地域において継続的に介護サ

ービスが提供できるよう、介護報酬等を検討することが必要である。 

  

○ 具体的には、 

   ・ 農村地域における介護人材の確保の観点から、ヘルパー制度の維持 

   ・ 中山間地域等における小規模事業所について、事業の継続確保の観点

から、長距離移動や特別地域加算に配慮した介護報酬体系とすることを基

本に、引き続き検討していくことが必要である。 

 

（２）都市と農村の交流を促進する支援策の強化 

○ 農業者等の所得の向上や集落の維持・再生をはかるとともに、食農教育や

農村地域における農商工連携等６次産業化の取り組みを促進する都市農村

交流を促進する支援策を強化していくことが必要である。 

 

（３）都市農業振興対策の強化 

○ 「都市住民の参画も得た都市農業の取組」をすすめていくためにも、都市

農業・農地を積極的に位置付け、農業生産基盤を守り、市民農園・体験農園

の展開等に資するため、都市農業振興を目的とした新法の制定や、市街化区

域内では制約のある、貸借等農地の積極的な活用を可能にする仕組みなどを

構築するとともに、税制上の担保措置（相続税の「法定相続分課税方式」や

相続税納税猶予制度の基本的枠組みの堅持）が必要である。 

  

 ○ また、今後、災害に強いまちづくりを進める観点から、一部自治体で導入

されている「防災協力農地登録制度」の更なる拡充を図るため、登録農地に

対する固定資産税・都市計画税の相応額の減免など、支援措置の充実につい

て検討を行うことが必要である。 
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【ＪＡグループにおける介護保険年間収支の概要(当期損益段階)】 

１．全体概要                       （単位：千円） 

区 分 取組 JA 数 報告 JA 数 事業活動収益 当期損益 

20 年度年間 ３４４ ３０１ 23,127,786 ▲45,465 

21 年度年間 ３２７ ２９４ 24,844,793 417,820 

 注)「取組みＪＡ数」は、各年度の 4 月 1 日現在 

 

２．黒字ＪＡ比率推移                            (単位:％) 

区 分 訪問 通所 居宅 用具貸与 用具販売 訪問入浴 合計 

19 年度 57.2 62.8 19.8 26.0 40.2 50.0 49.5 

20 年度 54.9 62.7 23.7 28.2 36.1 42.9 49.5 

21 年度 59.8 67.8 35.5 29.6 32.4 42.9 55.8 

資料：ＪＡ全中 

 

【都市農地・農業の位置付けのあり方】 

＜これまでの検討事項の要約＞ 

○ 市街化区域の空間の再構成の中で、都市農地は、必然性のある（あって当たり前の）

安定的な非建築的土地利用として活かしていく。 

○ 生産緑地地区制度による的確な建築規制等の措置が土台となり、市街化区域の再定

義に併せた農業政策上の位置付けの見直しなど、農業政策との再結合を図る。 

○ 都市農業の特質に応じた農業が継続できる環境を整備するため、都市農業政策と連

携した、農地と宅地が混在するエリアの空間管理や市民参加型の仕組を目指していく。 

○ 税制上の取扱いの見直しについては、転用が自由にできる状態での他の宅地との公平

性の問題や、都市計画上及び農地制度上の規制水準との関係、農業生産機能の水準、農

地所有者の利用意向の兼ね合いなど、慎重に総合的な見地から検討される必要がある。 

○ 都市的土地利用と農業上の土地利用が併存するエリアにおける両者の調和を目指

すシステムとして、集落地域整備法制度の運用実績を検証しながら、より実効的な仕

組を検討する。 

＜当委員会として概ね認識の共有に至った考え方＞ 

○ 市街化区域概念の見直しと併せて農業政策と再結合し、都市農業を持続可能なもの

としていくため、都市住民の参画も得た都市農業の特性に応じた取組を進めること

は、都市計画のあり方として大きな意義を有すると考えられる。関係分野と連携して

更に議論を深め、具体化していくことが望まれる。その際、福祉や教育といった関連

する関わりにも十分配慮すべきである。 
 資料：国土交通省 第１１回都市計画制度小委員会（平成 23 年２月 17 日） 

 



49 

 

６．政策工程表の策定と必要な予算の確保 

 

 

 

 

 

 

 

（１）農業所得の増大目標の設定と政策工程表の策定 

○ 「担い手経営体」を育成するために、農業所得の増大目標を設定するとと

もに、必要な政策の時期や手法、予算などを計画的に明示した工程表を策定

することが必要である。 

  なお、国家貿易や適切な関税水準を維持し、そのことを前提にこの工程表

は策定される必要がある。 

 

○ 東日本大震災の教訓をふまえ、我が国農業のあるべき姿を明確にした上で、

一定期間見直しを必要としない、中長期的視点の確固たる農業政策について、

与野党・行政・生産者団体が一体となって考えていくことが必要である。ま

た、その際にはそれぞれの役割を明確にして取り組むことが必要である。 

 

（２）必要な予算の確保 

○ 農業関係予算は２兆４千億円を下回るなど年々減尐傾向にあるなかで、５

年後の農業および地域経済・社会の将来像を実現するために必要な予算を優

先的に確保することが必要である。 

 

○ また、国民合意に基づき、食料安全保障の確立や多面的機能の発揮を確保

する観点から、既存の農業関係予算にかかわらず、新たな財源を確保するこ

とが必要である。 

 

○ 「担い手経営体」を育成するために、農業所得の増大目標を設定する

とともに、政策工程表を策定することが必要。 

○ ５年後の農業および地域経済・社会の将来像を実現するため、必要な

予算を優先確保するとともに、農業関係予算にかかわらず新たな財源を

確保することが必要。 
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【農業純生産（農業所得）の推移】 
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資料：農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」 

 

【農林水産関係予算と一般歳出に占める農林水産関係予算の推移】 
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資料：農林水産省 

 


